
大月都留広域事務組合公告第１号 

 大月都留ごみ処理場長期包括運営業務を委託するに当たり、適切に業務を遂行でき

る能力を有し技術的にも最適な者を選定するため、公募型プロポーザルを実施するの

で、以下のとおり公告します。 

令和元年５月７日 

大月都留広域事務組合 組合長 石井 由己雄 

１．公募型プロポーザルの概要 

（1）公募型プロポーザルの内容 

  大月都留ごみ処理場長期包括運営業務委託に係る企画の提案 

（2）対象となる業務名称 

   大月都留ごみ処理場長期包括運営業務委託 

（3）業務の目的 

本業務は、組合等によって搬入されるごみ・再資源化物について、組

合が選定した受託事業者が有するノウハウや創意工夫等を有効に活用

し、より適正に本施設の運営管理業務を長期にわたって実施することを

目的とする。 

また、組合が恒久的に安定したごみ処理行政を推進していくために、

受託事業者は周辺地域との調和・共生を重視し、周辺住民が安心できる

施設運営を目指すこととする。 

（4）業務実施場所 

山梨県大月市初狩町中初狩 3274 番地 大月都留ごみ処理場内 

（5）業務期間 

   業務期間：長期包括運営業務委託契約締結日～令和 11 年 11 月 30 日まで 

   業務期間の内訳は以下のとおりである。 

   運営業務準備期間：業務委託契約締結の日～令和元年 11 月 30 日 

   長期包括運営業務期間：令和元年 12 月 1 日～令和 11 年 11 月 30 日 

（6）本業務の予定価格（上限価格） 

参加資格審査（第 1 次審査）結果の通知に合せて、資格審査通過者にのみ予

定価格（上限価格）を通知することとする。 



２．参加資格 

本公募型プロポーザルに参加することができる者は、「募集要項」に記載する「第

２章３ 応募者の参加資格要件」を全て満たすものとする。また、組合は、応募者

の参加資格の確認を行うために参加資格審査を実施する。 

３．参加資格審査（第 1次審査） 

参加申込書と併せて提出された参加資格審査申請書をもとに、募集要項等で示し

た参加資格要件についての確認審査を行う。資格審査通過者は、提案書類を提出す

る（第 2次審査に進む）ことができる。 

４．提案審査（技術提案書及び見積書の審査、第 2次審査） 

提案書類全体について様式集に沿った構成となっていること、及び同一事項に対

する 2通り以上の提案又は提案事項間の齟齬、矛盾等がないことを確認する。また、

資格審査通過者が提案書類において提案した内容が本業務の要求水準書を満たし

ているか確認する。 

また、提案書類を提出した資格審査通過者に対するプレゼンテーション・ヒアリ

ングを実施する。 

５．最優秀提案者の選定 

募集要項及び審査基準書等に基づき選定する。なお、審査の結果によっては、最

優秀提案を選定しない場合がある。 

６．手続き等 

（1）担当（書類の提出先及び問い合わせ先） 

大月都留広域事務組合 

     郵便番号 401-0022 

      山梨県大月市初狩町中初狩 3274 番地 大月都留広域事務組合 

     電話  0554-20-2651 

     FAX    0554-20-2655 

     E-mail kouiki-19206@city.otsuki.lg.jp 

（2）募集に係る資料の交付 

大月都留ごみ処理場長期包括運営業務委託プロポーザル募集に係る資料は、令

和元年５月７日（火）から令和元年 5月 22 日（水）までの間に、大月都留広域事

務組合ホームページから入手するものとする。 

     HP アドレス：http://www.otsuki-tsuru.or.jp/ 

（3）参加申込 

① 提出方法 

応募者は、募集要項等に基づき必要書類を作成し、これを持参し、又は郵送

すること。 



なお、郵送による申し込みは、書留郵便等の配達記録が残るものに限るもの

とし、提出期限までに到着したものに限る。 

 ② 提出場所 

   (1)に同じ。 

 ③ 提出期限 

   令和元年 5月 22 日（水）午後 4時まで 

（4）技術提案書及び見積書の提出 

 ① 提出方法 

資格審査通過者は、募集要項等に基づき技術提案書及び見積書を作成し、こ

れを持参し、又は郵送すること。 

なお、郵送による提出は、書留郵便等の配達の記録が残るものに限るとし、

提出期限までに到着したものに限る。 

 ② 提出場所 

   (1)に同じ。 

 ③ 提出期限 

   令和元年 7月 5日（金）午後 4時まで 

７．業務委託契約の締結 

組合は、「５．最優秀提案者の選定」により選定された最優秀提案者を優先交渉権

者として決定した上で、本業務に関する業務委託契約の締結に係る協議を行う。 

なお、当該協議が不調となった場合は、次点交渉権者として、第 2 次審査結果の

総合得点の高いものから順に当該協議を行う。 

８．その他 

本公募型プロポーザルの執行に関し、この公告に記載のないものは、別途交付す

る募集要項等によるものとする。 


